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施設使用料区分変更に伴う関係条例の整理等に関する条例 

（大田原市農業者健康管理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 大田原市農業者健康管理施設の設置及び管理に関する条例（昭和５９年条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

第８条を次のように改める。 

（使用料） 

第８条 利用者は、第４条の規定により許可を受けたとき、別表に定める使用料を納付

しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、規則で定め

るところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。 

附則の次に次の表を加える。 

別表（第８条関係） 

大田原市農業者健康管理施設使用料 

使用区分 単位 使用料 

体育館 １時間 １，０００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

（大田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 大田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（平成元年条例第２

２号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

１ 大田原市親園農村環境改善センター使用料 

使用区分 単位 使用料 

研修棟 

会議室 

１時間 

３００円 

和室 ３００円 

調理室 ５００円 

体育館 

入場料を徴収しない場

合 

集会等に使用するとき。 １,０００円 

営利、宣伝等に使用するとき。 ２,０００円 

入場料を徴収する場合 
集会等に使用するとき。 ２,０００円 

営利、宣伝等に使用するとき。 ４,０００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 大田原市湯津上農村環境改善センター使用料 

使用区分 単位 使用料 

農事研修室  ３００円 

生活研修室  ３００円 

調理実習農産物加工室 
１時間 

５００円 

保健指導健康管理室 ３００円 



土壌試験室  ３００円 

営農相談室  ３００円 

多目的ホール  ５００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

（大田原市黒羽農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 大田原市黒羽農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

大田原市黒羽農業構造改善センター使用料 

使用区分 単位 使用料 

大会議室 

１時間 

３００円 

小会議室 ３００円 

和室 ３００円 

農産加工所 ５００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

（大田原市総合文化会館条例の一部改正） 

第４条 大田原市総合文化会館条例（昭和４４年条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

１ ホール使用料 

使用区分 単位 
午前９時から 

午後５時まで 

午後 ５時から 

午後１０時まで 

ホール 
平日 

１時間 

２,０００円 ３,０００円 

土・日曜祝日 ３,０００円 ４,０００円 

舞台のみ

の場合 

平日 ５００円 １,０００円 

土・日曜祝日 １,０００円 １,５００円 

楽屋 
第１ １００円 １００円 

第２ １００円 １００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 会議室等使用料 

使用区分 単位 
午前９時から 

午後５時まで 

午後 ５時から 

午後１０時まで 
摘要 

第１会議室 
 

１時間 

３００円 ４００円  

第２会議室 ３００円 ４００円  

和室 ３００円 ４００円  



調理室 
 

５００円 ５００円  

備考 

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 市内に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、規定使用料の１００分の５

０に相当する額を加算した額とする。 

３ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。）を徴収する

場合の使用料は、規定使用料に、次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 

⑴ 入場料５００円未満のとき 規定使用料の１００分の２０ 

⑵ 入場料５００円以上１，０００円未満のとき 規定使用料の１００分の６０ 

⑶ 入場料１，０００円以上のとき 規定使用料の１００分の１００ 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

器具等使用料 

品名 単位 
使用料 

（１時間） 
摘要 

舞台フットライト １列 ２００円  

ボーダーライト １列 ３００円  

サスペンションライト １台 ５０円  

シーリングスポットライト １台 ５００円  

ステージ用スポットライト １台 １００円  

ロアーホリゾントライト １台 １００円  

アッパーホリゾントライト １式 ３００円  

コンセント １個 ５０円 １ＫＷ以内 

持ち込み器具 １個 ２０円 １ＫＷ 

所作台 １式 ４００円  

山台 １台 ２０円  

松羽目 １枚 １００円  

金・銀屏風 １双 １００円  

緋もうせん １枚 ２０円  

地緋 １枚 １００円  

長布団 １枚 ２０円  

演台 １式 １００円  

ピアノ １台 ４００円 
 

拡声装置 １式 ４００円 マイクロホン１本付 

マイクロホン １本 ５０円 
 

ワイヤレスマイクロホン １式 ２００円 マイクロホン１本付 

ミキサー １台 １００円 
 

ブームスタンド １台 ２０円 
 



ワイヤレスアンプ １台 １００円 
 

備考 

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ ピアノの調律料は、別に実費を徴収する。 

３ 消耗器材等は、使用量に応じ実費を徴収する。 

（大田原市那須与一伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 大田原市那須与一伝承館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第４５号 

）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１１条関係） 

多目的ホール使用料 

使用区分 単位 午前９時から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

ホール 

平 日 

１時間 

１,０００円 １,５００円 

土・日曜

祝日 
１,５００円 ２,０００円 

楽屋 
第 １ １００円 １００円 

第 ２ １００円 １００円 

備考 

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。）を徴収す

る場合の使用料は、規定使用料に、次に定める率を乗じて得た額を加算した額と

する。 

⑴ 入場料５００円未満のとき 規定使用料の１００分の２０ 

⑵ 入場料５００円以上１，０００円未満のとき 規定使用料の１００分の６０ 

⑶ 入場料１，０００円以上のとき 規定使用料の１００分の１００ 

（大田原市都市公園条例の一部改正） 

第６条 大田原市都市公園条例（昭和５２年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の１及び２を次のように改める。 

１ 野球場及び第２球場 

区分 単位 使用料 摘要 

高校生以下 

１時間 

３００円  

一般 ５００円 
 

夜間照明 ３,０００円 第２球場のみとする。 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 陸上競技場 

⑴ 普通使用料 

区分 単位 使用料 



個人 
高校生以下 

１時間 

１００円 

一般 ２００円 

団体 
高校生以下 ５００円 

一般 １,０００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

⑵ 専用使用料（貸切りで使用する場合をいう。） 

区分 単位 使用料 

高校生以下 
１時間 

１,５００円 

一般 ３,０００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

同表の５を次のように改める。 

５ 相撲場 

区分 単位 使用料 

個人 
高校生以下 

１時間 

５０円 

一般 １００円 

団体 
高校生以下 ２００円 

一般 ４００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

（大田原市普通公園条例の一部改正） 

第７条 大田原市普通公園条例（平成１７年条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係) 

有料公園施設名 設置場所 種類 単位 使用料 

野外ステージ 湯けむりふれあいの丘広場 ステージ 

１時間 

５００円 

黒羽城址野外ステージ 黒羽城址公園 
ステージ ５００円 

研修室 ３００円 

たまち蔵屋敷 黒羽田町公園 研修室 ３００円 

旧浄法寺邸 芭蕉公園 研修室 ４００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

（大田原市公民館条例の一部改正） 

第８条 大田原市公民館条例（昭和４５年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第７条関係） 

公民館使用料 

使用区分 単位 使用料 

地区公民館 
会議室 

１時間 
３００円 

和室 ３００円 



調理室 ５００円 

公会堂 １,０００円 

体育館 １,０００円 

多目的ホール ６００円 

備考 

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 公会堂は黒羽・川西地区公民館のみに、体育室は大田原西地区公民館のみにそ

れぞれ適用する。 

（大田原市野崎研修センター条例の一部改正） 

第９条 大田原市野崎研修センター条例（昭和６３年条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

研修センター使用料 

使用区分 単位 使用料 

第１研修室（ホール） 

１時間 

６００円 

第２研修室 ３００円 

第３研修室 ３００円 

和室１ ３００円 

和室２ ３００円 

調理室 ５００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

（大田原市立体育館並びに武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 大田原市立体育館並びに武道館の設置及び管理に関する条例（昭和４６年条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

第８条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

別表第１を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

１ 市民体育館 

⑴ 普通使用料 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

高校生以下 
１時間 

５０円 ７５円 

一般 １００円 １５０円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

⑵ 専用使用料（貸切りで使用する場合をいう。） 

区分 単位 使用料 



  
市内在住者 市外在住者 

高校生以下 
１時間 

４００円 ６００円 

一般 ８００円 １,２００円 

備考 

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。）を徴収す

る場合の使用料は、規定使用料に、次に定める率を乗じて得た額を加算した額と

する。 

⑴ 入場料５００円未満のとき 規定使用料の１００分の２０ 

⑵ 入場料５００円以上１，０００円未満のとき 規定使用料の１００分の６０ 

⑶ 入場料１，０００円以上のとき 規定使用料の１００分の１００ 

⑶ 部分使用料 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

体育館の４分の１（バドミントン１面相当） 

１時間 

２００円 ３００円 

体育館の２分の１（バスケットボール及びバ

レーボール相当） 
４００円 ６００円 

備考 

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 高校生以下は、１００分の５０を減額した額とする。 

２ 武道館 

⑴ 普通使用料 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

高校生以下 
１時間 

５０円 ７５円 

一般 １００円 １５０円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

⑵ 専用使用料（貸切りで使用する場合をいう。） 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

柔道場 
高校生以下 

１時間 

２００円 ３００円 

一般 ４００円 ６００円 

剣道場 
高校生以下 ２００円 ３００円 

一般 ４００円 ６００円 

武道場（全面） 
高校生以下 ４００円 ６００円 

一般 ８００円 １,２００円 

備考 

 



１ 普通使用できる日は、一般公開日とする。 

２ 一般公開日とは、広く市民に体育を普及するため教育委員会が定める日をいう。 

３ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

４ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。）を徴収す

る場合の使用料は、規定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とす

る。 

⑴ 入場料５００円未満のとき 規定使用料の１００分の２０ 

⑵ 入場料５００円以上１，０００円未満のとき 規定使用料の１００分の６０ 

⑶ 入場料１，０００円以上のとき 規定使用料の１００分の１００ 

３ 黒羽体育館 

⑴ 部分専用使用料（一部を貸切りで使用する場合をいう。） 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

体育館の８分の１ 

１時間 

１００円 １５０円 

体育館の８分の１（バドミントン１面） １００円 １５０円 

体育館の４分の１ ２００円 ３５０円 

体育館の２分の１（バスケットボール１面、

ソフトテニス１面、バレーボール１面） 
４００円 ６００円 

剣道 ４００円 ６００円 

柔道 ４００円 ６００円 

備考  

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 高校生以下は、１００分の５０を減額した額とする。 

⑵ 専用使用料（貸切りで使用する場合をいう。） 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

格技場 

１時間 

８００円 １,２００円 

アリーナ ８００円 １,２００円 

全館 ２,０００円 ３,０００円 

備考  

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 高校生以下は、１００分の５０を減額した額とする。 

３ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。）を徴収す

る場合の使用料は、規定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とす

る。 

⑴ 入場料５００円未満のとき 規定使用料の１００分の２０ 

⑵ 入場料５００円以上１，０００円未満のとき 規定使用料の１００分の６０ 



⑶ 入場料１，０００円以上のとき 規定使用料の１００分の１００ 

⑶ 普通使用料 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

高校生以下 
１時間 

５０円 ７５円 

一般 １００円 １５０円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

⑷ 会議室使用料 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

会議室 
１時間 

３００円 ４５０円 

研修室 ３００円 ４５０円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

別表第２を削る。 

（大田原市黒羽運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 大田原市黒羽運動公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第６７号 

）の一部を次のように改正する。 

別表第１の１から４までを次のように改める。 

１ 陸上競技場 

⑴ 普通使用料 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

個人 
高校生以下 

１時間 

５０円 ７５円 

一般 １００円 １５０円 

団体 
高校生以下 ３００円 ４５０円 

一般 ５００円 ７５０円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

⑵ 専用使用料（貸切りで使用する場合をいう。） 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

高校生以下 
１時間 

６００円 ９００円 

一般 １,０００円 １,５００円 

備考  

１ 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。）を徴収す 

る場合の使用料は、規定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とす 

る。 



⑴ 入場料５００円未満のとき 規定使用料の１００分の２０ 

⑵ 入場料５００円以上１，０００円未満のとき 規定使用料の１００分の６０ 

⑶ 入場料１，０００円以上のとき 規定使用料の１００分の１００ 

２ テニスコート 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

１面 
１時間 

３００円 ４５０円 

夜間照明（１面） ３００円 ４５０円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

３ 相撲場 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

個人 
高校生以下 

１時間 

５０円 ７５円 

一般 １００円 １５０円 

団体 
高校生以下 ２００円 ３００円 

一般 ４００円 ６００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

４ 多目的運動場 

区分 単位 
使用料 

市内在住者 市外在住者 

運動場 団体 

１時間 

３００円 ４５０円 

野球場夜間照明 団体 
全灯 ３,０００円 全灯 ４,５００円 

半灯 ２,０００円 半灯 ３,０００円 

ソフトボール場夜間照明 団体 １,０００円 １,５００円 

備考 使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 


